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新 旧 

 
第１章 通則 

（標準的な接続箇所） 
第２条 本則に規定する標準的な接続箇所は次のとおりとします。 
 

標準的な接続箇所 技術的条件 

(1) 関門交換機の伝送装置 技術的条件集第２章第11節、第12節第
45条及び第13節第49条に規定するところに
よります。 

(2) 削除 削除 

(3) 直収パケット交換機のルータ 技術的条件集第２章第10節第36条に規
定するところによります。 

(4) 移動管理装置のルータ 技術的条件集第２章第14節第53条及び
第15節第57条に規定するところによります。 

 
第２章 形態別技術的条件 
第６節 削除 
 

第20条～第21条 削除 
 

第10節 対パケットデータ直収（LTE）ユーザインタフェース 
（その他接続に必要な事項） 

第39条 当社網と直接協定事業者網間でその他接続に必要な事項は次の通り
とします。 

(1)～(2) （略） 

 
第１章 通則 

（標準的な接続箇所） 
第２条 本則に規定する標準的な接続箇所は次のとおりとします。 
 

標準的な接続箇所 技術的条件 

(1) 関門交換機の伝送装置 技術的条件集第２章第11節、第12節第
45条及び第13節第49条に規定するところに
よります。 

(2) 削除 削除 

(3) 直収パケット交換機のルータ 技術的条件集第２章第６節第20条、第
10節第36条に規定するところによります。 

(4) 移動管理装置のルータ 技術的条件集第２章第14節第53条及び
第15節第57条に規定するところによります。 

 
第２章 形態別技術的条件 
第６節 対パケットデータ直収（ＩＭＴ－２０００）ユーザインタフェ
ース 

第20条～第21条 （略） 
 

第10節 対パケットデータ直収（LTE）ユーザインタフェース 
（その他接続に必要な事項） 

第39条 当社網と直接協定事業者網間でその他接続に必要な事項は次の通り
とします。 

(1)～(2) （略） 
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(3) 削除 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

第13節 対地域／国際事業者（IP）インタフェース 
（接続方式） 

第50条 当社網と直接協定事業者網間での使用する接続方式は、次のとおりとしま
す。 
(1) 当社網と直接協定事業者網間で使用する電気通信番号は電気通信番号規
則（令和元年総務省令第４号）を準用することとします。なお、直接協定事業
者は当社の加入契約者から直接協定事業者網へ接続するための電気通信番
号を当社に通知することを要します。 
当社網と直接協定事業者網間で使用する接続番号構成は次のとおりとします。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(3) 3G無線アクセスにおけるAttach Request処理の際に、移動機から3GPP 
TS24.008に規定されているMS network capability内のEPC 
capability＝1(EPC supported)の通知があった場合、Xi直収パケット接
続機能を利用する協定事業者のMVNOサービス契約者が指定する相互接
続点に接続することとし、通知がなかった場合、FOMA直収パケット接続機能
を利用する協定事業者のMVNOサービス契約者が指定する相互接続点に
接続することとします。ただし移動機から3GPP TS24.008に規定されている
MS network capability内のEPC capability＝1(EPC supported)の
通知があった場合でも、Xi特定接続契約または、回線卸Xi契約 がない場合
は接続不可となります。 

 
第13節 対地域／国際事業者（IP）インタフェース 

（接続方式） 
第50条 当社網と直接協定事業者網間での使用する接続方式は、次のとおりとしま
す。 
(1) 当社網と直接協定事業者網間で使用する電気通信番号は電気通信番号規
則（令和元年総務省令第４号）を準用することとします。なお、直接協定事業
者は当社の加入契約者から直接協定事業者網へ接続するための電気通信番
号を当社に通知することを要します。 
当社網と直接協定事業者網間で使用する接続番号構成は次のとおりとします 
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インタ 
フェース 分類 呼方

向 接続番号構成 

有効受信桁数 
(注1） 

最小 最大 

（略） 

対国際 分類
２ 

協定
事業
者網
→ 
当社
網 

０Ａ０ ＋ ＣＤＥ ＋ ＦＧＨＪ
Ｋ 
 ①     ②      ③ 
①サービス識別番号②事業者識別
番号③加入者番号 

８ 10 

（略） 
 

（注１）︓有効受信桁数は国内プレフィックス、事業者識別番号、およびサービス識
別番号の１桁目の０を除きます。また、有効受信桁数未満の着信番号が送出
される場合があります。 

（注２）削除 
 
 
(2)～(5) （略） 

 
 
 
 
 
 
 
 

インタ 
フェース 分類 呼方

向 接続番号構成 

有効受信桁数 
(注1） 

最小 最大 

（略） 

対国際 分類
２ 

協定
事業
者網
→ 
当社
網 

０Ａ０ ＋ ＣＤＥ ＋ ＦＧＨＪ
Ｋ 
 ①     ②      ③ 
①サービス識別番号②事業者識別
番号③加入者番号 

８ 10 
(注2) 

（略） 
 

（注１）︓有効受信桁数は国内プレフィックス、事業者識別番号、およびサービス識
別番号の１桁目の０を除きます。また、有効受信桁数未満の着信番号が送出
される場合があります。 

（注２）︓国際ローミングインユーザ呼の場合、90＋542＋××××××××の13
桁となります。 

 
(2)～(5) （略） 

 
 
 
 
 
 
 
 



接続約款新旧対照表（本則・附則）（2026/4/1改正） 

4 

 

新 旧 
技術的条件集別表 
別表２ 付加サービス等の利用条件 
１．電話サービスの利用条件 
当社の端末回線と接続番号の分類による付加サービス等の利用条件は次の通りとし
ます。 
 

着信分類  
 発信端末 

分類１ 分類２ 分類３ 分類４ 分類５ 分類６ 

Ｘｉ 携帯電話 一般 ○ ○  ○ ○ ○ 

衛星 

第一種 
一般 ○ ○  ○ ○ ○ 

公衆 ○ ○  × ○ ○ 

第二種 
一般 ○ ○  ○ ○ ○ 

公衆 ○ ○  × ○ ○ 
     

        

発信分類  
 着信端末 

分類１ 分類２ 分類３ 分類４ 分類６ 分類７ 

Ｘｉ 携帯電話 一般 ○ ○  ○ ○ ○ 

衛星 

第一種 
一般 ○ ○  ○ ○ ○ 

公衆 ○ ○  ○ ○ ○ 

第二種 
一般 ○ ○  ○ ○ ○ 

公衆 ○ ○  ○ ○ ○ 
 

凡例 ○︓利用出来る、 ×︓利用出来ない、 △︓一部利用できる、 

技術的条件集別表 
別表２ 付加サービス等の利用条件 
１．電話サービスの利用条件 
当社の端末回線と接続番号の分類による付加サービス等の利用条件は次の通りとし
ます。 
 

着信分類  
 発信端末 

分類１ 分類２ 分類３ 分類４ 分類５ 分類６ 

ＦＯＭ
Ａ／Ｘ
ｉ 

携帯電話 一般 ○ ○  ○ ○ ○ 

衛星 

第一種 
一般 ○ ○  ○ ○ ○ 

公衆 ○ ○  × ○ ○ 

第二種 
一般 ○ ○  ○ ○ ○ 

公衆 ○ ○  × ○ ○ 
         

発信分類  
 着信端末 

分類１ 分類２ 分類３ 分類４ 分類６ 分類７ 

ＦＯＭ
Ａ／Ｘ
ｉ 

携帯電話 一般 ○ ○  ○ ○ ○ 

衛星 

第一種 
一般 ○ ○  ○ ○ ○ 

公衆 ○ ○  ○ ○ ○ 

第二種 
一般 ○ ○  ○ ○ ○ 

公衆 ○ ○  ○ ○ ○ 
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斜線︓対象外 

    
２．主な付加機能の利用条件 
Ｘｉサービスの主な付加機能の利用条件は次に示す通りとします。 
 

付加機能の種類 

対地域 

事業者 

（IP） 

インタフェ 

ース 

対移動体 

事業者 

（IP） 

インタフェ 

ース 

対国際 

事業者 

（IP） 

インタフェ 

ース 

分類２ 

Ｘ
ｉ
着
信 

留守番電話及び不在案内機
能 ○ ○ ○ 

自動着信転送機能（転送で
んわ） ○ ○ ○ 

通話中着信機能(キャッチホ
ン） ○ ○ ○ 

迷惑電話おことわり機能（迷
惑電話ストップサービス） ○ ○ ○ 

呼出音選択機能（メロディコー
ル） △ △ × 

国際ローミング機能（ローミング
アウト端末への着信） ○ ○ ○ 

削除 削除 削除 削除 

ワンナンバー機能 △ △ △ 
 

 
凡例 ○︓利用出来る、 ×︓利用出来ない、 △︓一部利用できる、 

斜線︓対象外 
 
２．主な付加機能の利用条件 
ＦＯＭＡ／Ｘｉサービスの主な付加機能の利用条件は次に示す通りとします。 
 

付加機能の種類 

対地域 

事業者 

（IP） 

インタフェ 

ース 

対移動体 

事業者 

（IP） 

インタフェ 

ース 

対国際 

事業者 

（IP） 

インタフェ 

ース 

分類２ 

Ｆ
Ｏ
Ｍ
Ａ
／
Ｘ
ｉ
着
信 

留守番電話及び不在案内機
能 ○ ○ ○ 

自動着信転送機能（転送で
んわ） ○ ○ ○ 

通話中着信機能(キャッチホ
ン） ○ ○ ○ 

迷惑電話おことわり機能（迷
惑電話ストップサービス） ○ ○ ○ 

呼出音選択機能（メロディコー
ル） △ △ × 

国際ローミング機能（ローミング
アウト端末への着信） ○ ○ ○ 

複数番号機能（2in1、マルチ
ナンバー） △ △ △ 

ワンナンバー機能 △ △ △ 
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付加機能の種類 

対地域事業者 
（IP） 

インタフェース 

対移動 
体事業 
者

（IP）
イン 
タフェ 
ース 

対国際 
事業者
（IP） 
インタ 
フェー 
ス 

分類
１ 

分類
３ 

分類
５ 

分類
６ 

分類
７ 分類２ 分類４ 

Ｘ
ｉ
発
信 

留守番電話及び不在案
内機能        

自動着信転送機能（転
送でんわ） ○  × ○ ○ ○ △ 

通話中着信機能(キャッチ
ホン）        

迷惑電話おことわり機能
（迷惑電話ストップサービ
ス） 

       

呼出音選択機能（メロデ
ィコール）        

国際ローミング機能（ロー
ミングアウト端末への着
信） 

       

削除 削除 削除 削除 削除 削除 削除 削除 

 凡例 ○︓利用出来る、 ×︓利用出来ない、 △︓一部利用できる、 斜
線︓対象外 

注）上表は、Ｘｉにおける利用条件であり、端末種別により利用条件が異なる場

 

付加機能の種類 

対地域事業者 
（IP） 

インタフェース 

対移動 
体事業 
者

（IP）
イン 
タフェ 
ース 

対国際 
事業者
（IP） 
インタ 
フェー 
ス 

分類
１ 

分類
３ 

分類
５ 

分類
６ 

分類
７ 分類２ 分類４ 

Ｆ
Ｏ
Ｍ
Ａ
／
Ｘ
ｉ
発
信 

留守番電話及び不在案
内機能        

自動着信転送機能（転
送でんわ） ○  × ○ ○ ○ △ 

通話中着信機能(キャッチ
ホン）        

迷惑電話おことわり機能
（迷惑電話ストップサービ
ス） 

       

呼出音選択機能（メロデ
ィコール）        

国際ローミング機能（ロー
ミングアウト端末への着
信） 

       

複数番号機能（2in1、
マルチナンバー） △  △ △ △ △ △ 

 凡例 ○︓利用出来る、 ×︓利用出来ない、 △︓一部利用できる、 斜
線︓対象外 

注）上表は、ＦＯＭＡ／Ｘｉにおける利用条件であり、端末種別により利用条
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合があります。 

 
 
別表９ 削除 
 
 
別表１０ パケットデータ直収（ＬＴＥ）ユーザインタフェース仕様 
7. GTPv2-Cパケット構成要素 
 
7.1～7.4 （略） 
 
7.5  Aggregate Maximum Bit Rate (AMBR) 

 Aggregate Maximum Bit Rate (AMBR)は、12オクテットで構成され、最大
転送速度の総計が設定されます。Aggregate Maximum Bit Rate (AMBR)の
フォーマットおよび情報要素を図7.5-1に示します。 

 
  Bits  
 Octets 8 7 6 5 4 3 2 1  
 1 Type = 72 (decimal)  
 2 to 3 Length = 8  
 4 Spare Instance  
 5 to 8 APN-AMBR for uplink  
 9 to 12 APN-AMBR for downlink  

 
図7.5-1  Aggregate Maximum Bit Rate (AMBR)フォーマット 

 
 
 
※上り最大転送速度の制御は、基地局装置の条件等によりCreate Session 

Responseに設定される値で行うことができない場合があります。 
 
7.6～7.12 （略） 

件が異なる場合があります。 
 
 
別表９ パケットデータ直収（IMT-2000）ユーザインタフェース仕様 
 
 
別表１０ パケットデータ直収（ＬＴＥ）ユーザインタフェース仕様 
7. GTPv2-Cパケット構成要素 
 
7.1～7.4 （略） 
 
7.5  Aggregate Maximum Bit Rate (AMBR) 

 Aggregate Maximum Bit Rate (AMBR)は、12オクテットで構成され、最大
転送速度の総計が設定されます。Aggregate Maximum Bit Rate (AMBR)の
フォーマットおよび情報要素を図7.5-1に示します。 

 
  Bits  
 Octets 8 7 6 5 4 3 2 1  
 1 Type = 72 (decimal)  
 2 to 3 Length = 8  
 4 Spare Instance  
 5 to 8 APN-AMBR for uplink  
 9 to 12 APN-AMBR for downlink  

 
図7.5-1  Aggregate Maximum Bit Rate (AMBR)フォーマット 

 
※3G無線アクセス利用時は、別表9  パケットデータ直収（IMT-2000）ユーザイン
タフェースのMaximum bit rateのサポート値（制御値）に従います。 

※上り最大転送速度の制御は、基地局装置の条件等によりCreate Session 
Responseに設定される値で行うことができない場合があります。 

 
7.6～7.12 （略） 
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7.13 RAT Type 

 RAT Typeは、5オクテットで構成され、EUTRAN (=6)が設定されます。RAT 
Typeのフォーマットおよび情報要素を図7.13-1に示します。 

 
  Bits  

 Octets 8 7 6 5 4 3 2 1  

 1 Type = 82 (decimal)  

 2 to 3 Length = 1  

 4 Spare Instance  

 5 RAT Type  

 6 to 
(n+4) 

These octet(s) is/are present only if 
explicitly specified 

 

 
図7.13-1  RAT Typeフォーマット 

 
7.14 （略） 
 
7.15 User Location Information (ULI) 

 User Location Information (ULI)は、12オクテット以上で構成され、ECGI 
(E-UTRAN Cell Global Identifier)もしくは、TAI (Tracking Area Identity)
とECGI (E-UTRAN Cell Global Identifier)の組合せが設定されます。User 
Location Information (ULI)のフォーマットおよび情報要素を図7.15-1、図
7.15-2、図7.15-3に示します。 

 
 

  Bits  

 Octets 8 7 6 5 4 3 2 1  

 1 Type = 86 (decimal)  

 
7.13 RAT Type 

 RAT Typeは、5オクテットで構成され、UTRAN(=1)もしくはEUTRAN (=6)が設
定されます。RAT Typeのフォーマットおよび情報要素を図7.13-1に示します。 

 
  Bits  

 Octets 8 7 6 5 4 3 2 1  

 1 Type = 82 (decimal)  

 2 to 3 Length = 1  

 4 Spare Instance  

 5 RAT Type  

 6 to 
(n+4) 

These octet(s) is/are present only if 
explicitly specified 

 

 
図7.13-1  RAT Typeフォーマット 

 
7.14 （略） 
 
7.15 User Location Information (ULI) 

 User Location Information (ULI)は、12オクテット以上で構成され、RAI 
(Routing Area Identity)もしくは、ECGI (E-UTRAN Cell Global Identifier)
もしくは、TAI (Tracking Area Identity)とECGI (E-UTRAN Cell Global 
Identifier)の組合せが設定されます。User Location Information (ULI)のフォ
ーマットおよび情報要素を図7.15-1、図7.15-2、図7.15-3、図7.15-4に示しま
す。 

 
  Bits  

 Octets 8 7 6 5 4 3 2 1  

 1 Type = 86 (decimal)  
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 2 to 3 Length = n  

 4 Spare Instance  

 5 Spare LAI ECGI TAI RAI SAI CGI  

 a to a+6 CGI  

 b to b+6 SAI  

 c to c+6 RAI  

 d to d+4 TAI  

 e to e+6 ECGI  

 f to f+4 LAI  

 g to 
(n+4) 

These octet(s) is/are present only if 
explicitly specified 

 

 
図7.15-1 User Location Information (ULI)フォーマット 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2 to 3 Length = n  

 4 Spare Instance  

 5 Spare LAI ECGI TAI RAI SAI CGI  

 a to a+6 CGI  

 b to b+6 SAI  

 c to c+6 RAI  

 d to d+4 TAI  

 e to e+6 ECGI  

 f to f+4 LAI  

 g to 
(n+4) 

These octet(s) is/are present only if 
explicitly specified 

 

 
図7.15-1 User Location Information (ULI)フォーマット 

 
  Bits  

 Octets 8 7 6 5 4 3 2 1  

 c MCC digit 2 MCC digit 1  

 c+1 MNC digit 3 MCC digit 3  

 c+2 MNC digit 2 MNC digit 1  

 c+3 to 
c+4 

Location Area Code (LAC)  

 c+5 to 
c+6 

Routing Area Code (RAC)  

 
図7.15-2  RAI (Routing Area Identity)フォーマット 
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  Bits  

 Octets 8 7 6 5 4 3 2 1  

 d MCC digit 2 MCC digit 1  

 d+1 MNC digit 3 MCC digit 3  

 d+2 MNC digit 2 MNC digit 1  

 d+3 to 
d+4 

Tracking Area Code (TAC)  

 
図7.15-2 TAI (Tracking Area Identity)フォーマット 

 
  Bits  

 Octets 8 7 6 5 4 3 2 1  

 e MCC digit 2 MCC digit 1  

 e+1 MNC digit 3 MCC digit 3  

 e+2 MNC digit 2 MNC digit 1  

 e+3 Spare ECI  

 e+4 to 
e+6 

ECI (E-UTRAN Cell Identifier)  

 
図7.15-3  ECGI (E-UTRAN Cell Global Identifier)フォーマット 

 
7.16～7.24 （略） 
 
 
別表12 対移動体事業者（IP）インタフェース仕様 
技術的条件集別表12－１ 制御プロトコル仕様 
1. はじめに 
 本別表は、対移動体事業者（IP）インタフェースで使用される制御信号プロトコル

  Bits  

 Octets 8 7 6 5 4 3 2 1  

 d MCC digit 2 MCC digit 1  

 d+1 MNC digit 3 MCC digit 3  

 d+2 MNC digit 2 MNC digit 1  

 d+3 to 
d+4 

Tracking Area Code (TAC)  

 
図7.15-3 TAI (Tracking Area Identity)フォーマット 

 
  Bits  

 Octets 8 7 6 5 4 3 2 1  

 e MCC digit 2 MCC digit 1  

 e+1 MNC digit 3 MCC digit 3  

 e+2 MNC digit 2 MNC digit 1  

 e+3 Spare ECI  

 e+4 to 
e+6 

ECI (E-UTRAN Cell Identifier)  

 
図7.15-4  ECGI (E-UTRAN Cell Global Identifier)フォーマット 

 
7.16～7.24 （略） 
 
 
別表12 対移動体事業者（IP）インタフェース仕様 
技術的条件集別表12－１ 制御プロトコル仕様 
1. はじめに 
 本別表は、対移動体事業者（IP）インタフェースで使用される制御信号プロトコル
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に関する仕様を規定する。 
 
1.1 適用規定 
 本書で定義する技術仕様の範囲を次の通りとする。当社網ＳＢＣと直接協定事
業者網ＳＢＣ間で使用するＳＩＰ、ＥＮＵＭおよびＤＮＳは、ＴＴＣ標準に準
拠します。 
 
1.2 （略） 
 
2. SIP適用規定 

SIP仕様は「TTC標準 IMS事業者網間の相互接続共通インタフェース」に準拠し
ます。以下に示すＴＴＣ標準をベースドキュメントとし参照します。 
・TTC標準 JJ-90.30 第10.0版 IMS事業者網間の相互接続共通インタフェース 
・TTC標準 JJ-90.27 第9.0版 着信転送サービス（CDIV）に関するNNI仕様 
 
2.1 SIP設定条件 
 当社のパラメータ設定条件は表2.1-1に示します。TTC標準 JJ-90.30に示され
るオプション項目は事業者ごとに選択できるものですが、当社網としての規定、および
直接協定事業者の網に期待する規定を表2.1-2に示します。 
 表2.1-2内付表i.4-10／JJ-90.30 SDP行の項番4に示されるa=行の規定に
ついて、表2.1-3及び表2.1-4に示します。 
 本インタフェースに適用するコーデックについては表2.1-5に示します。 
 

表2.1-1～2 (略) 
 

表2.1-3 付表i.4-10／JJ-90.30 SDP行 項番4のa=行に係る規定 

に関する仕様を規定する。 
 
1.1 適用規定 
 本書で定義する技術仕様の範囲を次の通りとする。ＭＧＳとＧＳ間で使用するＳ
ＩＰ、ＥＮＵＭおよびＤＮＳは、ＴＴＣ標準に準拠します。 
 
 
1.2 （略） 
 
2. SIP適用規定 

SIP仕様は「TTC標準 IMS事業者網間の相互接続共通インタフェース」に準拠し
ます。以下に示すＴＴＣ標準をベースドキュメントとし参照します。 
・TTC標準 JJ-90.30 第10.0版 IMS事業者網間の相互接続共通インタフェース 
・TTC標準 JJ-90.27 第9.0版 着信転送サービス（CDIV）に関するNNI仕様 
 
2.1 SIP設定条件 
 当社のパラメータ設定条件は表2.1-1に示します。TTC標準 JJ-90.30に示され
るオプション項目は事業者ごとに選択できるものですが、当社網としての規定、および
直接協定事業者の網に期待する規定を表2.1-2に示します。 
 表2.1-2内付表i.4-10／JJ-90.30 SDP行の項番4に示されるa=行の規定に
ついて、表2.1-3及び表2.1-4に示します。 
 本インタフェースに適用するコーデックについては表2.1-5に示します。 
 

表2.1-1～2 (略) 
 

表2.1-3 付表i.4-10／JJ-90.30 SDP行 項番4のa=行に係る規定 
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属性情報(a=行)パラメータ 当社ＳＢＣ→ 
他事業者ＳＢＣ向

けの 
Offer時の設定内容 

他事業者ＳＢＣ→ 
当社ＳＢＣ向けの 
Offer設定受け入れ

判定 No Attribute 

（略） 

 
表2.1-4 コーデック別a=fmtp行パラメータ詳細 

属性情報(a=fmtp行) 
詳細パラメータ 

当社ＳＢＣ→ 
他事業者ＳＢＣ向

けの 
Offer時の設定内

容 

他事業者ＳＢＣ→ 
当社ＳＢＣ向けの 
Offer設定受け入

れ判定 codec Parameter 

（略） 

 
表2.1-5 (略) 

 
3. ENUM適用規定 

ENUM仕様は「TTC標準 キャリアENUMの相互接続共通インタフェース」に準拠しま
す。以下に示すＴＴＣ標準をベースドキュメントとし参照します。 
・TTC標準 JJ-90.31 第5.0版 キャリアENUMの相互接続共通インタフェース 
・TTC JT-E164 Supplement2 国際公衆電気通信番号計画補足文書2︓番号ポ
ータビリティ 

 
3.1 ENUM設定条件 

TTC標準 JJ-90.31に示されるオプション項目は事業者ごとに選択できるものである
が、当社網としての規定、および直接協定事業者の網に期待する規定を表3.1-1に示し
ます。 
 

属性情報(a=行)パラメータ 当社MGS→ 
他事業者GS向けの 
Offer時の設定内容 

他事業者GS→ 
当社MGS向けの 

Offer設定受け入れ
判定 No Attribute 

（略） 

 
表2.1-4 コーデック別a=fmtp行パラメータ詳細 

属性情報(a=fmtp行) 
詳細パラメータ 

当社MGS→ 
他事業者GS向けの 
Offer時の設定内

容 

他事業者GS→ 
当社MGS向けの 
Offer設定受け入

れ判定 codec Parameter 

（略） 

 
表2.1-5 (略) 

 
3. ENUM適用規定 

ENUM仕様は「TTC標準 キャリアENUMの相互接続共通インタフェース」に準拠しま
す。以下に示すＴＴＣ標準をベースドキュメントとし参照します。 
・TTC標準 JJ-90.31 第5.0版 キャリアENUMの相互接続共通インタフェース 
・TTC JT-E164 Supplement2 国際公衆電気通信番号計画補足文書2︓番号ポ
ータビリティ 

 
3.1 ENUM設定条件 

TTC標準 JJ-90.31に示されるオプション項目は事業者ごとに選択できるものである
が、当社網としての規定、および直接協定事業者の網に期待する規定を表3.1-1に示し
ます。 
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表3.1-1 （略） 

 
3.2 削除 
 
 
 
4 （略） 
 
 
別表12－２ シーケンス 
当社網ＳＢＣと直接協定事業者網ＳＢＣ間の対移動体事業者（IP）インタフェ

ースで使用される制御信号プロトコルに関するシーケンスはＴＴＣ標準 JJ-90.30に、準
拠いたします。 
当社網としての規定、および直接協定事業者の網に期待する規定を使用するシーケン

スを表12-2.1に示します。 
 

表12-2.1 シーケンス番号一覧 
 

番号 種別 ページ 

（略） 

２－４ 他社発当社着 技12－2－8 

２－５ 削除 技12－2－9 

（略） 

４－４ 削除 技12－2－16 

 
1-1～2-3 （略） 

表3.1-1 （略） 
 
3.2 ENUMのその他の規定について 
「E2U+pstn:sip」を優先とするNAPTRリソースレコードを含む回答部を返答する場合、
当該呼は第2章第2節対移動体事業者接続用インタフェースに従います。 
 
4 （略） 
 
 
別表12－２ シーケンス 
ＭＧＳとＧＳ間の対移動体事業者（IP）インタフェースで使用される制御信号プロ

トコルに関するシーケンスはＴＴＣ標準 JJ-90.30に、準拠いたします。 
 
当社網としての規定、および直接協定事業者の網に期待する規定を使用するシーケン

スを表12-2.1に示します。 
 

表12-2.1 シーケンス番号一覧 
 

番号 種別 ページ 

（略） 

２－４ 他社発当社着（当社側︓VoLTE） 技12－2－8 

２－５ 他社発当社着（当社側︓3G端末等） 技12－2－9 

（略） 

４－４ 通話中の音声Code切り替え（SRVCC等） 技12－2－16 

 
1-1～2-3 （略） 





接続約款新旧対照表（本則・附則）（2026/4/1改正） 

15 

 

新 旧 

2-5 削除 

削除 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-1～4-1 （略） 

2-5 他社発当社着（当社側︓3G端末等） 

 

3-1～4-1 （略） 

PRACK

発信網 着信網

INVITE

100 Trying

183 SessionProgress

200 OK(PRACK)

UPDATE

200 OK(UPDATE)

183 SessionProgress

PRACK

200 OK(PRACK)

183 SessionProgress

PRACK

200 OK(PRACK)

200 OK(BYE)

180 Ringing(P-E-M)

PRACK

200 OK(PRACK)

200 OK(INVITE)

ACK(200 OK)

BYE

RBT

通話中
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4-4 削除 

削除 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-4 通話中の音声Codec切り替え（SRVCC等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACK(200 OK)

自網 他網

reINVITE（Codec：AMR）

100 Trying

200 OK（reINVITE）

通話中（Codec：AMR）

通話中（Codec：EVS/AMR-WB）
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別表13 対地域／国際事業者（IP）インタフェース仕様 
別表13－１ 制御プロトコル仕様 
1. はじめに 

 本別表は、対地域/国際事業者（IP）インタフェースで使用される制御信号プロトコ
ルに関する仕様を規定する。 

 
1.1 適用規定 
 本書で定義する技術仕様の範囲を次の通りとする。当社網ＳＢＣと直接協定事業
者網ＳＢＣ間で使用するＳＩＰ、ＥＮＵＭおよびＤＮＳは、ＴＴＣ標準に準拠しま
す。 
 
1.2 （略） 
 
2. SIP適用規定 

SIP仕様は「TTC標準 IMS事業者網間の相互接続共通インタフェース」に準拠しま
す。以下に示すＴＴＣ標準をベースドキュメントとし参照します。 
・TTC標準 JJ-90.30 第10.0版 IMS事業者網間の相互接続共通インタフェース 
・TTC標準 JJ-90.28 第4.1版 緊急通報呼に関する NNI 仕様 
・TTC標準 JJ-90.27 第9.0版 着信転送サービス（CDIV）に関するNNI仕様 
 
2.1 SIP設定条件 
 当社のパラメータ設定条件は表2.1-1に示します。TTC標準 JJ-90.30に示されるオプ
ション項目は事業者ごとに選択できるものですが、当社網としての規定、および直接協定
事業者の網に期待する規定を表2.1-2に示します。 
 表2.1-2内付表i.4-10／JJ-90.30 SDP行の項番4に示されるa=行の規定につい
て、表2.1-3に示します。 
 

表2.1-1～2 (略) 
 

表2.1-3 付表i.4-10／JJ-90.30 SDP行 項番4のa=行に係る規定 

別表13 対地域／国際事業者（IP）インタフェース仕様 
別表13－１ 制御プロトコル仕様 
1. はじめに 

 本別表は、対地域/国際事業者（IP）インタフェースで使用される制御信号プロトコ
ルに関する仕様を規定する。 

 
1.1 適用規定 
 本書で定義する技術仕様の範囲を次の通りとする。ＭＧＳとＧＳ間で使用するＳＩ
Ｐ、ＥＮＵＭおよびＤＮＳは、ＴＴＣ標準に準拠します。 
 
 
1.2 （略） 
 
2. SIP適用規定 

SIP仕様は「TTC標準 IMS事業者網間の相互接続共通インタフェース」に準拠しま
す。以下に示すＴＴＣ標準をベースドキュメントとし参照します。 
・TTC標準 JJ-90.30 第10.0版 IMS事業者網間の相互接続共通インタフェース 
・TTC標準 JJ-90.28 第4.1版 緊急通報呼に関する NNI 仕様 
・TTC標準 JJ-90.27 第9.0版 着信転送サービス（CDIV）に関するNNI仕様 
 
2.1 SIP設定条件 
 当社のパラメータ設定条件は表2.1-1に示します。TTC標準 JJ-90.30に示されるオプ
ション項目は事業者ごとに選択できるものですが、当社網としての規定、および直接協定
事業者の網に期待する規定を表2.1-2に示します。 
 表2.1-2内付表i.4-10／JJ-90.30 SDP行の項番4に示されるa=行の規定につい
て、表2.1-3に示します。 
 

表2.1-1～2 (略) 
 

表2.1-3 付表i.4-10／JJ-90.30 SDP行 項番4のa=行に係る規定 
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属性情報(a=行)パラメータ 当社ＳＢＣ→ 
他事業者ＳＢＣ向

けの 
Offer時の設定内容 

他事業者ＳＢＣ→ 
当社ＳＢＣ向けの 
Offer設定受け入れ

判定 No Attribute 

（略） 

 
3~4 （略） 
 
 
 

属性情報(a=行)パラメータ 当社MGS→ 
他事業者GS向けの 
Offer時の設定内容 

他事業者GS→ 
当社MGS向けの 

Offer設定受け入れ
判定 No Attribute 

（略） 

 
3~4 （略） 
 
 
 
 




